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内部統制基本方針書 

 

 

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、次のとおり当社の業務の適正を確保する

ための内部統制システム体制の整備及び、金融商品取引法に定められた「財務報告に係る

内部統制」等に係る体制全般について、次のとおり基本方針を定める。 

 

１．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制を構築することとし、

適格な業務執行の決定と取締役の職務の監督を徹底する。 

・取締役及び使用人が一体となって法令・定款等を遵守することを徹底するとともに、内

部規程等に基づきリスク管理体制の強化に取り組み、内部統制システムの充実に努める。 

・当社は、コンプライアンスに関する行動基準として企業行動規範を定め、これを当社全

体に適用する。さらに、これを当社の役員および従業員に周知させるための取組みを積

極的に実施する。 

・取締役及び使用人は、コンプライアンスに違反する行為や違反する疑いを認識した場合

は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき事態の迅速な把握と是正に努める。 

・監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・取締役の職務執行に係る株主総会議事録、取締役会議事録、会計帳簿、稟議書、その他

の重要な情報等については、「文書管理規程」等に基づき、文書又は電磁的記録媒体に

記録し、適切に保存及び管理する。 

・取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧することができる。 

  

３．損失の危険に対する管理に関する規程その他の体制 

・当社は、リスク管理とコンプライアンスの推進を一元的に管理・運営するための基本方

針を定め、リスクが顕在化した際に迅速かつ適正な対応が図れる体制を構築する。 

・当社は、財務報告に係る内部統制に関する体制および手続きを明確化するために内部監

査規程を定め、全社統制および業務プロセスの整備及び運用状況評価等を行っている。 

  

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・「取締役会規則」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」により取締役の権限と責任

を明確化し、業務の組織的かつ効率的な運営を確保するための体制を構築する。 

・取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を

決定し、業務執行状況を監督する。 

 

５．監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

・監査役がその職務の執行に関して補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は
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監査役と協議の上、使用人を置くものとする。 

・監査役の職務を補助する従業員を配属した場合は、当該使用人への指揮・命令は監査役

が行うものとし、その人事異動・人事評価等は監査役の同意を得ることとする。 

   

６．取締役及び使用人が、監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

・監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも当社の取締役およ

び使用人に報告を求めることができものとする。 

・監査役は、取締役会、経営会議、その他重要と認められる会議等に出席し、業務執行過

程における意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するとともに、稟議書類等業務執

行に係る文書を閲覧し、取締役及び使用人等に対して説明を求めることができる。 

・社内通報に関する「内部通報規程」に基づく通報等の状況を監査役に報告するものとす

る。 

・取締役及び使用人等は、監査役から報告の求めがあった場合には、その報告を行う義務

を負う。なお、報告を行った者は、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな

い。 

 

７．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を開催し、会社が対応すべき課題等について

意思の疎通及び意見交換を実施し、監査役監査の実効性を高める。 

・監査役は監査法人及び内部監査担当と意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必

要に応じて調査及び報告を求める。 

・監査役の職務執行により生じる費用の前払い等、その他の職務の執行により生じる費用

又は債務の負担については、会社に請求することができる。 

 

８．反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制 

・反社会的勢力には、毅然とした態度で臨み、いかなる場合においても一切関わりを持た

ず、不当・不法な要求には応じないこと、金銭その他の経済的利益を提供しないことを

基本方針とする。 

・取締役及び使用人は、「反社会的勢力対応規程」を遵守するとともに、事案の発生時に

は、関係行政機関等と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制をとる。  

 

 

 

付 則 

この規程は、２０２４年１０月１２日から施行する 

この規程は、２０２６年６月１日から改定施行する 


